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１ 議案
番
号

件　　　　　　名 説　　　　　　　　　　明

1
地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第３項の規定により、市議会の同意を求める。

井出多加子氏　再任（任期Ｈ３１．４．1～Ｈ３４(2022)．３．３１）

2
地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第３項の規定により、市議会の同意を求める。

荒山　國雄氏　再任（任期Ｈ３１．４．１～Ｈ３４(2022)．３．３１）

3
市長の退職手当に関する特例を定めるため、所要の改正をするものである。

現市長の退職手当の支給割合を「100分の400」から「100分の130」に減額する。

4
一般職の職員の給与改定に伴い、所要の改正をするものである。

①給料表の改定
②勤勉手当の支給率の改定

5

建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の施行を踏まえ、新たに手数料を設けるとと
もに、所要の改正をするものである。

①用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請に係る手数料の新設等
②規定整備

6
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第65号）
の施行に伴うほか、所要の改正をするものである。

基準省令（従うべき基準）の改正に伴う改正
①代替保育の提供に係る連携施設の確保が困難な場合であって、一定の要件を満たすときは、連携
施設以外の者を確保することにより、連携施設の確保に代えることができるようにする。
②家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者について、保育所等から調理業務を受
託しており、かつ、利用乳幼児の年齢等に応じた食事の提供等ができる者からの食事の外部搬入をで
きるようにする。
③条例付則第２条の経過措置が適用されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅で保育を提供す
る家庭的保育事業者について、自園調理を行うために必要な体制を確保するという努力義務を課しつ
つ、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を10年とする。

7

環境美化推進員制度の廃止及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平
成29年環境省令第27号）の施行に伴うほか、所要の改正するものである。

①基準省令（参酌基準）の改正に伴う改正
　技術管理者の資格に「専門職大学の前期課程を修了した者」を追加する。
②環境美化推進員制度の廃止
③規定整備

8
建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の施行に伴うほか、所要の改正をするもので
ある。

建築基準法第53条第５項の追加に伴う規定整備

9
建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の施行に伴い、所要の改正をするものであ
る。

建築基準法第53条第５項の追加に伴う規定整備

10

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成29年政令第232号）
の施行による水道法施行令（昭和32年政令第336号）の改正等を踏まえるほか、所要の改正をするもの
である。

①基準政令及び基準省令（参酌基準）の改正に伴う改正
・布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に「専門職大学の前期課程」を修了した者を追加する。
・技術士の第２次試験（上下水道部門）の選択科目から「水道環境」を削除する。
②規定整備

武蔵野市手数料徴収
条例の一部を改正す
る条例
（例規P.1290）

武蔵野市家庭的保育
事業等の設備及び運
営に関する基準を定
める条例の一部を改
正する条例
（例規P.1572）

武蔵野市廃棄物の抑
制・再利用と適正処
理及びまちの美化に
関する条例の一部を
改正する条例
（例規P.2049）

武蔵野市特定土地利
用地区建築条例の一
部を改正する条例
（例規P.2179）

武蔵野市特別工業地
区建築条例の一部を
改正する条例
（例規P.2182）

武蔵野市布設工事監
督者の配置基準及び
資格基準並びに水道
技術管理者の資格基
準に関する条例の一
部を改正する条例
（例規P.2729）

平成31年第１回武蔵野市議会定例会提出予定議案等

武蔵野市固定資産評
価審査委員会委員の
選任の同意について

武蔵野市固定資産評
価審査委員会委員の
選任の同意について

武蔵野特別職の職員
の給与及び旅費に関
する条例の一部を改
正する条例
（例規P.560）

武蔵野市一般職の職
員の給与に関する条
例の一部を改正する
条例
（例規P.570）
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11
◎１８億３３６０万８千円増
（補正後の予算額６５４億５３２４万３千円）

（主な内容）
歳入：市税=２億4560万円増、利子割交付金=600万円増、配当割交付金=2000万円増、地方消費税交付金
=1500万円増、自動車取得税交付金=1000万円増、地方特例交付金=1608万6千円増、地方交付税=1541万
９千円増、国庫支出金=５億4537万6千円減、都支出金=7089万6千円減、財産収入=4367万2千円増、寄附
金=4100万円増、繰入金=3879万3千円減、繰越金=21億315万円増、諸収入=2385万4千円減、市債=340万
円減

◎繰越明許費
・コミュニティセンターの管理運営・コミュニティ活動：3300万円
・芸能劇場の管理運営　：421万２千円
・北町高齢者センター管理運営事業　：486万円
・校舎等施設維持管理　：1325万円
◎地方債補正
・防災施設整備事業：限度額8000万円→7660万円

12
◎６７７５万円補正減（補正後２７億１２１８万９千円）

◎地方債補正
・変更：下水道事業：限度額２億9120万円→２億1970万円

13 ◎２億9622万８千円増（補正後133億2797万９千円）

14 ◎562万８千円増（補正後37億513万３千円）

15
◎1億2187万9千円減（補正後113億3593万９千円）

16 ◎６７９億６６００万円

17 ◎２７億４９８４万２千円

18 ◎１３０億１８１５万９千円

19 ◎３７億４８４２万４千円

20 ◎１１５億５５５５万５千円

21
◎収益的収入　３７億　６６１万４千円
　　収益的支出 ３６億６９８３万９千円

◎資本的収入　　 　 ７２３０万１千円
　資本的支出　 １０億　２９２万円

22
◎繰越明許費
・農業振興事業　：135万円

（追加提案予定）

〇 武蔵野市教育委員会委員の任命の同意について

平成30年度武蔵野市
一般会計補正予算
（第６回）
（当初議案(2)）

平成31年度武蔵野市
下水道事業会計予算

平成31年度武蔵野市
国民健康保険事業会
計予算

平成31年度武蔵野市
後期高齢者医療会計
予算

平成31年度武蔵野市
介護保険事業会計予
算

平成31年度武蔵野市
水道事業会計予算

平成31年度武蔵野市
一般会計予算

平成30年度武蔵野市
一般会計補正予算
（第５回）

平成30年度武蔵野市
下水道事業会計補正
予算
（第１回）

平成30年度武蔵野市
国民健康保険事業会
計補正予算（第１
回）

平成30年度武蔵野市
後期高齢者医療会計
補正予算（第１回）

平成30年度武蔵野市
介護保険事業会計補
正予算（第２回）


	予定議案等一覧 (31第１回)310201

